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申込・問合先　市秘書課
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　各種団体、町内会、サークルなどの皆さんと市長が膝を

交えて語り合う場です。少人数の集まりにも市長が皆さん

のところに伺い、子育て支援や福祉などの希望するテーマ

について意見交換を行いますので、お気軽にお問い合せく

ださい。
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　市長の執務室を皆さんに開放し、市長が市民の皆さんと

直接お会いしてまちづくりについて語り合う場です。
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移動市長室・市長室開放とも、
個人的なお話や宗教に関する
お話はご遠慮ください。
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　皆さんが暮らしている地域には、町内会があります。この町内会は、より住みよい
地域づくりを目指して、地域における様々な問題解決に取り組み、住んでいる方が安
心して暮らせるように、そこに住んでいる方々が自主的に維持運営をしています。
　自分たちが住んでいる地域が、さらに安全で安心して暮らせるように、皆さんも町
内会に加入して、一緒に活動に参加しませんか。
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　災害、犯罪防止、交通安全、ごみ処理などの生活に密接した問題を解決してい

くことが安全で安心な暮らしを送るために大切です。そうした中で、地域のふれ

あいの輪を広げ、お互いに助け合い、共同意識を高める活動を行う町内会は、大

きな役割を果たしています。
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　毎日の生活に欠かせないごみステーションの設置や環境美化、街路灯などは町

内会が維持管理しています。防犯・交通安全活動、大震災や集中豪雨による災害

時の会員同士の助け合い、スポーツ活動や高齢者との交流会や親睦行事など、地

域でお互いが支え合い、安心して暮らせるように活動しています。
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　地域の町内会長、または、町内会役員の方に申し込んでください。

問合先　�町会連合会（１１西３　広域総合福祉センター内）　�２４局６０７１
　　　　�町会連合会事務局（市民の声を聴く課内）
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